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同 意 第 ６ 号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 岩
いわ

崎
さき

 とみ子
こ

 

住  所 登米市迫町 

職  業 農業 

 

 

 

 

同 意 第 ７ 号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 及
おい

川
かわ

 祐
すけ

宏
ひろ

 

住  所 登米市迫町 

職  業 農業 
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同 意 第 ８ 号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 千
ち

葉
ば

 昭
あき

広
ひろ

 

住  所 登米市迫町 

職  業 農業 

 

 

 

 

同 意 第 ９ 号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 小
お

野
の

寺
でら

 義
よし

幸
ゆき

 

住  所 登米市迫町 

職  業 農業 
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同 意 第 1 0号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 芳
は

賀
が

 秀
しゅう

二
じ

 

住  所 登米市登米町 

職  業 農業 

 

 

 

 

同 意 第 1 1号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 鈴
すず

木
き

 泰
やす

子
こ

 

住  所 登米市東和町 

職  業 農業 
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同 意 第 1 2号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 後
ご

藤
とう

 きみゑ
え

 

住  所 登米市東和町 

職  業 農業 

 

 

 

 

同 意 第 1 3号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 門
もん

馬
ま

 一
いち

郎
ろう

 

住  所 登米市中田町 

職  業 農業 
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同 意 第 1 4号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 佐々木
さ さ き

 喜
よし

朗
ろう

 

住  所 登米市中田町 

職  業 農業 

 

 

 

 

同 意 第 1 5号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 佐々木
さ さ き

 尚
たかし

 

住  所 登米市中田町 

職  業 農業 
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同 意 第 1 6号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 伊
い

藤
とう

 光
みつ

生
お

 

住  所 登米市中田町 

職  業 農業 

 

 

 

 

同 意 第 1 7号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 加
か

美
み

山
やま

 竜
りゅう

太
た

 

住  所 登米市豊里町 

職  業 農業 
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同 意 第 1 8号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 佐
さ

藤
とう

 瑛
ひで

彦
ひこ

 

住  所 登米市豊里町 

職  業 農業 

 

 

 

 

同 意 第 1 9号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 佐
さ

藤
とう

 久
ひさ

順
みち

 

住  所 登米市米山町 

職  業 農業 
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同 意 第 2 0号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 鹿
か

野
の

 昭
しょう

子
こ

 

住  所 登米市米山町 

職  業 農業 

 

 

 

 

同 意 第 2 1号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 石
いし

堂
どう

 貴
たか

博
ひろ

 

住  所 登米市米山町 

職  業 農業 

 

 

 

 



 

- 11 - 

 

同 意 第 2 2号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 櫻
さくら

井
い

 利
とし

光
みつ

 

住  所 登米市米山町 

職  業 農業 

 

 

 

 

同 意 第 2 3号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 阿
あ

部
べ

 晃
あき

徳
のり

 

住  所 登米市米山町 

職  業 農業 
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同 意 第 2 4号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 阿
あ

部
べ

 静
しず

男
お

 

住  所 登米市石越町 

職  業 農業 

 

 

 

 

同 意 第 2 5号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 小
お

野
の

寺
でら

 鉄
てつ

子
こ

 

住  所 登米市石越町 

職  業 農業 
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同 意 第 2 6号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 浅
あさ

野
の

 和
かず

宏
ひろ

 

住  所 登米市南方町 

職  業 農業 

 

 

 

 

同 意 第 2 7号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 鈴
すず

木
き

 正
まさ

吉
よし

 

住  所 登米市南方町 

職  業 農業 
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同 意 第 2 8号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 渡
わた

邊
なべ

 克
かつ

昭
あき

 

住  所 登米市南方町 

職  業 農業 

 

 

 

 

同 意 第 2 9号 農業委員会委員任命につき同意を求めることについて  

  

本案は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき、農業委員会委員の任命を行いたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 

同意対象者 

氏  名 髙
たか

橋
はし

 健
たけ

之
し

 

住  所 登米市中田町 

職  業 行政書士 
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報 告 第 ８ 号 継続費繰越計算書について 

報 告 第 ９ 号 繰越明許費繰越計算書について 

報 告 第 1 0号 令和７年度登米市水道事業会計予算の繰越計算書について 

報 告 第 1 1号 令和７年度登米市下水道事業会計予算の繰越計算書について  

報 告 第 1 2号 令和７年度登米市病院事業会計予算の繰越計算書について  

 

本件は、令和７年度登米市一般会計予算における継続費年割額の逓次繰越し、

令和７年度登米市一般会計予算における繰越明許費、令和７年度登米市水道事業

会計予算における予算繰越し、令和７年度登米市下水道事業会計予算における予

算繰越し、令和７年度登米市病院事業会計予算における予算繰越しについて、地

方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第１項、第146条第２項、地方公

営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により、それぞれ繰越計算

書を調製したので、議会に報告するものであります。 

 

 

報 告 第 1 3号 
登米市税条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告につ

いて 

 

 本件は、地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）、地方税法施

行令等の一部を改正する政令（令和８年政令第83号）並びに地方税法施行規則及

び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する省令（令和８年

総務省令第44号）、地方税法施行規則の一部を改正する省令（令和８年総務省令第

45号）、地方税法施行規則の一部を改正する省令（令和８年総務省令第46号）及び

地方税法施行規則の一部を改正する省令（令和８年総務省令第47号）が令和８年

３月31日にそれぞれ公布され、同年４月１日から施行されたことに伴う、本条例

の一部改正について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第２項の規定により、議会に報告するものでありま

す。                       （新旧対照表21ページ） 
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報 告 第 1 4号 
登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関

する条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告について  

 

 本件は、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等における被

保険者等の一部負担金及び保険料（税）の免除措置等に対する財政支援の延長に

ついて（令和８年２月25日付け厚生労働省保険局保険課・国民健康保険課・高齢

者医療課・医療課・医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室、総務省自治税

務局市町村税課、こども家庭庁成育局支援金制度等準備室）の発出に伴い、国民

健康保険税の減免に関する本条例の一部改正について、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第180条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定によ

り、議会に報告するものであります。        （新旧対照表58ページ） 

 

 

報 告 第 1 5号 
登米市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等に関

する条例の一部を改正する条例に係る専決処分の報告について 

 

 本件は、地域再生法第17条の６の地方公共団体等を定める省令の一部を改正す

る省令（令和８年総務省令第38号）が令和８年４月１日から施行されたことに伴

う、本条例の一部改正について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１

項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により、議会に報告するも

のであります。                  （新旧対照表59ページ） 

 

 

報 告 第 1 6号 
損害賠償の額を定め和解することに関する専決処分の報告につ

いて 

 

 本件は、交通事故に係る損害賠償の額を定め和解することについて、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により専決処分したので、同条第

２項の規定により、議会に報告するものであります。 
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議 案 第 4 8号 令和８年度登米市一般会計補正予算（第２号） 

議 案 第 4 9号 令和８年度登米市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

議 案 第 5 0号 令和８年度登米市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

議 案 第 5 1号 令和８年度登米市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

議 案 第 5 2号 令和８年度登米市水道事業会計補正予算（第２号） 

議 案 第 5 3号 令和８年度登米市下水道事業会計補正予算（第１号） 

議 案 第 5 4号 令和８年度登米市病院事業会計補正予算（第１号） 

議 案 第 5 5号 令和８年度登米市老人保健施設事業会計補正予算（第１号） 

 

本案は、議案第48号令和８年度登米市一般会計補正予算（第２号）から議案第

55号令和８年度登米市老人保健施設事業会計補正予算（第１号）までについて、

各種会計予算の補正を行うものであります。 

一般会計については、歳入歳出予算の総額にそれぞれ７億7,655万５千円を追加

し、予算の総額を歳入歳出それぞれ519億6,566万円とするものであります。 

その主な内容として、歳出では、登米市職員等の旅費に関する条例の一部改正

に伴い各科目の職員普通旅費などを減額する一方、可燃ごみ・粗大ごみ処理施設

定期点検補修事業５億7,574万６千円、地域農業構造転換支援事業１億3,706万円、

道路新設改良事業5,990万２千円などを増額して計上しております。 

歳入では、地域農業構造転換支援事業補助金など県支出金１億6,582万５千円、

財政調整基金繰入金４億5,628万６千円、公共施設等維持補修基金繰入金5,000万

円などを増額して計上しております。 

また、地方債補正として変更３件を計上しております。 

特別会計については、国民健康保険特別会計の歳出で、総務費４万３千円の減

額を、後期高齢者医療特別会計の歳出で、総務費43万４千円の増額を、介護保険

特別会計の歳出で、総務費49万２千円の増額などを計上しております。 

企業会計については、水道事業会計で、資本的収入３億6,052万円、資本的支出

２億4,797万３千円を減額するほか、企業債補正として変更３件を計上しておりま

す。 

下水道事業会計では、下水道事業収益875万円、下水道事業費用1,877万７千円、

資本的支出８千円を減額するほか、債務負担行為補正として追加１件を計上して

おります。 
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病院事業会計では、病院事業費用18万６千円を増額して計上しております。 

老人保健施設事業会計では、老健事業費用２万２千円を減額して計上しており

ます。 

 

 

議 案 第 5 6号 登米市自家用有償旅客運送実証運行自動車条例の制定について 

 

本案は、大崎市民病院又は石巻赤十字病院へ自ら移動することが困難な方への

移動支援を目的として、道路運送法（昭和26年法律第183号）第78条第２号の規定

による自家用有償旅客運送の実証運行を行うため、本条例を制定するものであり

ます。 

 

 

議 案 第 5 7号 登米市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 

 本案は、出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）及び日本国との平

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３

年法律第71号）の一部改正に伴い、それぞれに規定する特定在留カード及び特定

特別永住者証明書による窓口での印鑑登録証明書の申請を可能とすることと併せ

て、コンビニエンスストア等に設置する多機能端末機で印鑑登録証明書の交付を

申請し、交付を受けられるようにするため、本条例の一部を改正するものであり

ます。                      （新旧対照表61ページ） 

 

 

議 案 第 5 8号 

登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

及び登米市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

 本案は、国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令（令和８年財務省

令第３号）が令和８年４月１日から施行されたことに伴い、本市職員等の旅費に

おける宿泊費基準額等について見直すため、関係条例の一部を改正するものであ

ります。                     （新旧対照表63ページ） 
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議 案 第 5 9号 登米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

 本案は、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関す

る政令の一部を改正する政令（令和８年政令第２号）が令和８年１月15日に、地

方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）及び地方税法施行令等の

一部を改正する政令（令和８年政令第83号）が令和８年３月31日に公布されたこ

とに伴い、保険税負担の公平性の確保及び中低所得者層の保険税負担の軽減を図

る観点から賦課限度額及び低所得者世帯に対する保険税軽減の所得判定基準を見

直すため、本条例の一部を改正するものであります。 （新旧対照表66ページ） 

 

 

議 案 第 6 0号 登米市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、介護保険法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第420号）が令

和７年12月17日に公布されたことに伴い、令和８年度の市民税が課税されている

とみなされた者のうち、令和７年度の市民税が非課税の者については、納付義務

者等の申請がなくても、第１号被保険者の令和８年度に係る介護保険料を減免す

ることができるようにするため、本条例の一部を改正するものであります。 

             （新旧対照表79ページ） 

 

 

議 案 第 6 1号 登米市道路占用料条例の一部を改正する条例について 

 

 本案は、道路法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第444号）が令和８

年４月１日から施行されたことに伴い、道路占用料の額を見直すため、本条例の

一部を改正するものであります。          （新旧対照表80ページ） 

 

 

議 案 第 6 2号 
登米市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を

改正する条例について 

 

 本案は、公共下水道事業計画の変更に伴い、下水道事業における経営の規模を

見直すため、本条例の一部を改正するものであります。（新旧対照表94ページ） 
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議 案 第 6 3号 財産の取得について 

 

本案は、高規格救急自動車購入契約を締結するにあたり、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第96条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。 

 

 

議 案 第 6 4号 財産の取得について 

 

本案は、可搬消防ポンプ付軽四輪駆動（デッキバン）積載車購入契約を締結す

るにあたり、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第８号及び登米市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年登米

市条例第73号）第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 

 

議 案 第 6 5号 登米市辺地総合整備計画の策定について 

 

 本案は、第三次登米市総合計画実施計画に基づき、辺地に係る公共的施設の総

合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第88号）第３条

第１項の規定により２辺地に係る総合整備計画を策定することについて、議会の

議決を求めるものであります。 
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報告第13号関係 

登米市税条例 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

第１条～第18条の２ （略） 第１条～第18条２ （略） 

（納税証明事項） （納税証明事項） 

第18条の３ 地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「施行

規則」という。）第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送車両

法（昭和26年法律第185号）第59条第１項に規定する検査対象軽自動

車又は２輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により

軽自動車税を滞納している場合においてその旨とする。 

第18条の３ 地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「施行

規則」という。）第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送車両

法（昭和26年法律第185号）第59条第１項に規定する検査対象軽自動

車又は２輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により

種別割    を滞納している場合においてその旨とする。 

第18条の４ （略） 第18条の４ （略） 

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金） （納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金） 

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46条、第46条の２若

しくは第46条の５（第53条の７の２において準用する場合を含む。以

下この条において同じ。）、第47条の４第１項（第47条の５第３項に

おいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第48条第

１項（法第321条の８第34項及び第35項の申告書に係る部分を除く。）、

第53条の７、第67条                  、第83条第２項、第98条第１

項若しくは第２項、第102条第２項、第105条、第139条第１項又は第1

45条第３項に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納

入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限（納期限の延長

があったときは、その延長された納期限とする。以下第１号、第２号

及び第５号において同じ。）の翌日から納付又は納入の日までの期間

の日数に応じ、年14.6パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応

じ、第１号から第４号までに掲げる期間並びに第５号及び第６号に定

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46条、第46条の２若

しくは第46条の５（第53条の７の２において準用する場合を含む。以

下この条において同じ。）、第47条の４第１項（第47条の５第３項に

おいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第48条第

１項（法第321条の８第34項及び第35項の申告書に係る部分を除く。）、

第53条の７、第67条、第81条の６第１項、第83条第２項、第98条第１

項若しくは第２項、第102条第２項、第105条、第139条第１項又は第1

45条第３項に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納

入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限（納期限の延長

があったときは、その延長された納期限とする。以下第１号、第２号

及び第５号において同じ。）の翌日から納付又は納入の日までの期間

の日数に応じ、年14.6パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応

じ、第１号から第４号までに掲げる期間並びに第５号及び第６号に定
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める日までの期間については、年7.3パーセント）の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又

は納入書によって納入しなければならない。 

める日までの期間については、年7.3パーセント）の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又

は納入書によって納入しなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2)                           第98条第１項若しくは第２項の申

告書又は第139条第１項の申告書に係る税額（第４号に掲げる税額

を除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１月を経過する日ま

での期間 

(2) 第81条の６第１項の申告書、第98条第１項若しくは第２項の申

告書又は第139条第１項の申告書に係る税額（第４号に掲げる税額

を除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１月を経過する日ま

での期間 

(3)                           第98条第１項若しくは第２項の申

告書又は第139条第１項の申告書でその提出期限後に提出したもの

に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から１月

を経過する日までの期間 

(3) 第81条の６第１項の申告書、第98条第１項若しくは第２項の申

告書又は第139条第１項の申告書でその提出期限後に提出したもの

に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から１月

を経過する日までの期間 

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略） 

第20条～第32条 （略） 第20条～第32条 （略） 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第33条 （略） 第33条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法第23条第１項第15号に規定する特定配当等（次項及び          

      第34条の９において「特定配当等」という。）（同号ロに掲げ

るものを除く。以下この項において同じ。）に係る所得を有する者に

係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定

する。 

３ 法第23条第１項第15号に規定する特定配当等（以下この項及び次項

並びに第34条の９において「特定配当等」という。）              

                                        に係る所得を有する者に

係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定

する。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

第34条～第34条の６ （略） 第34条～第34条の６ （略） 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 
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第34条の７ （略） 第34条の７ （略） 

２ 前項の特例控除額は、法第314条の７第11項（法附則第５条の６第

３項又は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に

定めるところにより計算した金額とする。 

２ 前項の特例控除額は、法第314条の７第11項（法附則第５条の６第

２項          の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に

定めるところにより計算した金額とする。 

第34条の８～第36条 （略） 第34条の８～第36条 （略） 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は、３月15日までに、施行

規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出しなければな

らない。ただし、法第317条の６第１項又は第４項の規定により給与

支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から１

月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年

中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得

を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかっ

た者で社会保険料控除額（令第48条の９の７に規定するものを除く。）、

小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、

勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合

計所得金額が900万円以下であるものに限る。）の法第314条の２第１

項第10号の２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所

得金額が95万円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当し

ないものに係るものを除く。）、法第314条の２第４項に規定する扶

養控除額若しくは特定親族特別控除額（特定親族（同条第１項第12号

に規定する特定親族をいう。第36条の３の２第１項第３号並びに第36

条の３の３第１項及び第２項第４号において同じ。）（前年の合計所

得金額が85万円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）の控

除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第

313条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は、３月15日までに、施行

規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長に提出しなければな

らない。ただし、法第317条の６第１項又は第４項の規定により給与

支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から１

月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年

中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得

を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかっ

た者で社会保険料控除額（令第48条の９の７に規定するものを除く。）、

小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、

勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合

計所得金額が900万円以下であるものに限る。）の法第314条の２第１

項第10号の２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所

得金額が95万円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当し

ないものに係るものを除く。）、法第314条の２第４項に規定する扶

養控除額若しくは特定親族特別控除額（特定親族（同条第１項第12号

に規定する特定親族をいう。第36条の３の２第１項第３号及び第36条

の３の３第１項                  において同じ。）（前年の合計所

得金額が85万円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）の控

除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第

313条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する
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純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の７の規定により

控除すべき金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）

の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得

等以外の所得を有しなかった者」という。）及び第24条第２項に規定

する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の(2)に掲げる者を除

く。）については、この限りでない  。 

純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の７の規定により

控除すべき金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）

の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得

等以外の所得を有しなかった者」という。）及び第24条第２項に規定

する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の(2)に掲げる者を除

く。）については、この限りではない。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 第23条第１項第１号に掲げる者は、第34条の７第１項            

                                  の規定により控除すべき金額の

控除を受けようとする場合には、３月15日までに、施行規則第５号の

５の３様式による申告書を、市長に提出しなければならない。 

６ 第23条第１項第１号に掲げる者は、第34条の７第１項（同項第２号

に掲げる寄附金に係る部分に限る。）の規定により控除すべき金額の

控除を受けようとする場合には、３月15日までに、施行規則第５号の

５の３様式による申告書を、市長に提出しなければならない。 

７～10 （略） 

第36条の３ （略） 

７～10 （略） 

第36条の３ （略） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定により同項に規定する

申告書を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得

者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際

に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以下この条において「給

与支払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申

告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定により同項に規定する

申告書を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得

者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際

に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以下この条において「給

与支払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申

告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が1,000万円以下であるもの

に限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第313条第３項に規

定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払

を受けるもの及び同条第４項に規定する事業専従者に該当するもの

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が1,000万円以下であるもの

に限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第313条第３項に規

定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払

を受けるもの及び同条第４項に規定する事業専従者に該当するもの
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を除く。次条第１項第２号において同じ。）（合計所得金額が133

万円以下であるものに限る                        。）の氏名 

を除き、                                  合計所得金額が133

万円以下であるものに限る。次条第１項において同じ。）の氏名 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による申告書の提出の際に

経由すべき給与支払者が令第48条の９の７の２において準用する令第

８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当

該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則で定

めるものをいう。次条第５項及び第53条の９第３項において同じ。）

により提供することができる。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による申告書の提出の際に

経由すべき給与支払者が令第48条の９の７の２において準用する令第

８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当

該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則で定

めるものをいう。次条第４項及び第53条の９第３項において同じ。）

により提供することができる。 

６ （略） ６ （略） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第36条の３の３ 次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給

者」という。）は、公的年金等支払者（所得税法第203条の６第１項

に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等

（以下この項において「公的年金等」という。）の支払者をいう。以

下この条において同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける

日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次項各号に掲げる

事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

 (1) 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者 

 (2) 法の施行地において公的年金等（所得税法第203条の７の規定の

適用を受けるものを除く。）の支払を受ける第23条第１項第１号に

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に規定

する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項

に規定する公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の支払を

受ける者であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額

が900万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者

（退職手当等（第53条の２に規定する退職手当等に限る。以下この項

において同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95

万円以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は

扶養親族（年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当

等に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に

係る所得を有する者であって、合計所得金額が85万円以下であるもの
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掲げる者であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金

額が900万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配

偶者（合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）をいう。次

号及び次項第３号において同じ。）（退職手当等（第53条の２に規

定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所得

を有する者に限る。）又は扶養親族（年齢16歳未満の者又は控除対

象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。）若

しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計

所得金額が85万円以下であるものに限る。）を有する者 

に限る。）を有する者（以下この条において「公的年金等受給者」と

いう。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由

すべき所得税法第203条の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以

下この条において「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に公

的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を

経由して、市長に提出しなければならない。 

(1) 当該公的年金等支払者の名称 

(2) 特定配偶者の氏名 

(3) 法の施行地において公的年金等（所得税法第203条の７の規定の

適用を受けるものに限る。）の支払を受ける第23条第１項第１号に

掲げる者（当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその

年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況におい

て令第48条の９の７の３に定める金額に満たない者を除く。）であ

って、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者

若しくは扶養親族（年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族に限

る。）若しくは特定親族（合計所得金額が85万円以下であるものに

限る。）を有する者 

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(4) その他施行規則で定める事項 

 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 公的年金等支払者の名称 

(2) 公的年金等受給者が、法第314条の２第１項第６号に規定する特

別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該

当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 

(3) 特定配偶者の氏名 

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(5) その他施行規則で定める事項 

 

３ 第１項又は法第317条の３の３第１項の規定による申告書を公的年 ２ 前項  又は法第317条の３の３第１項の規定による申告書を公的年
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金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべ

き事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出

した第１項又は同条第１項の規定よる申告書に               記載

した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等

支払者が所得税法第203条の６第２項に規定する国税庁長官の承認を

受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、第１項又は

法第317条の３の３第１項の規定により記載すべき事項に代えて当該

異動がない旨を記載した第１項又は同条第１項の規定よる申告書を提

出する               ことができる。 

金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべ

き事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出

した前項  又は法第317条の３の３第１項の規定による申告書に記載

した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等

支払者が所得税法第203条の６第２項に規定する国税庁長官の承認を

受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項  又は

法第317条の３の３第１項の規定により記載すべき事項に代えて当該

異動がない旨を記載した前項  又は法第317条の３の３第１項の規定

による申告書を提出することができる。 

４ （略） ３ （略） 

５ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由

すべき公的年金等支払者が令第48条の９の８    において準用する令

第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定める

ところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に

対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること

ができる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由

すべき公的年金等支払者が令第48条の９の７の３において準用する令

第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定める

ところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に

対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること

ができる。 

６ 前項の規定の適用がある場合における第４項の規定の適用について

は、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、

「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払

者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受

けた日」とする。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用について

は、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、

「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払

者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受

けた日」とする。 

第36条の４～第62条 （略） 第36条の４～第62条 （略） 

（固定資産税の免税点） （固定資産税の免税点） 

第63条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋及び償却資産

に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地又は家屋に

あっては30万円                      、償却資産にあっては180万

第63条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋及び償却資産

に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地        に

あっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万
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円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。 円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。 

第63条の２～第79条 （略） 第63条の２～第79条 （略） 

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等） 

第80条 軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。    

                                                             

                                        

第80条 軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、当該３輪以上の軽

自動車の取得者に環境性能割によって、軽自動車等に対し、当該軽自

動車等の所有者に種別割によって課する。 

 ２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第２

項に規定する者を含まないものとする。 

２ 軽自動車等の所有者が法第445条第１項の規定により軽自動車税を

課することができない者である場合には、前項  の規定にかかわらず、

当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を課する。ただし、公用又は公

共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者が法第445条第１項の規定により種別割    を

課することができない者である場合には、第１項の規定にかかわらず、

その使用者に                        課する。ただし、公用又は公

共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。 

（軽自動車税のみなす課税） （軽自動車税のみなす課税） 

第81条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権

を留保している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽

自動車税を課する。                                            

                                                             

                                      

第81条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権

を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を

前条第１項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者（以下この節にお

いて「３輪以上の軽自動車の取得者」という。）又は軽自動車等の所

有者とみなして、軽自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買

主の変更があったときは、新たに買主となる者を                  

            軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買

主の変更があったときは、新たに買主となる者を３輪以上の軽自動車

の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

 ３ 法第444条第３項に規定する販売業者等（以下この項において「販

売業者等」という。）が、その製造により取得した３輪以上の軽自動

車又はその販売のためその他運行（道路運送車両法第２条第５項に規

定する運行をいう。次項において同じ。）以外の目的に供するため取

得した３輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第444条
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第３項に規定する車両番号の指定を受けた場合（当該車両番号の指定

前に第１項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除

く。）には、当該販売業者等を３輪以上の軽自動車の取得者とみなし

て、環境性能割を課する。 

 ４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得した者が、当該３輪以上

の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、

当該３輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を３輪以上の軽自動車

の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

第81条の２ （略） 第81条の２ （略） 

第81条の３ 環境性能割の課税標準は、３輪以上の軽自動車の取得のた

めに通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるところにより

算定した金額とする。 

 （環境性能割の税率） 

第81条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課する環境

性能割の税率は、当該各号に定める率とする。 

(1) 法第451条第１項（同条第４項又は第５項において準用する場合

を含む。）の規定の適用を受けるもの 100分の１ 

(2) 法第451条第２項（同条第４項又は第５項において準用する場合

を含む。）の規定の適用を受けるもの 100分の２ 

(3) 法第451条第３項の規定の適用を受けるもの 100分の３ 

 （環境性能割の徴収の方法） 

第81条の５ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなけ

ればならない。 

 （環境性能割の申告納付） 

第81条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第454条第１項各号に掲げ

る３輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日まで
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に、施行規則第33号の４様式による申告書を市長に提出するとともに、

その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。 

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）

は、法第454条第１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時

又は日までに、施行規則第33号の４様式による申告書を市長に提出し

なければならない。 

 （環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

第81条の７ 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は

報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかっ

た場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべ

き納期限はその発付の日から10日以内とする。 

 （環境性能割の減免） 

第81条の８ 市長は、公益のため直接専用する３輪以上の軽自動車又は

第90条第１項各号に掲げる軽自動車等（３輪以上のものに限る。）の

うち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要

な事項については、規則で定める。 

（軽自動車税の税率） （種別割    の税率） 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する軽自動車税の税率

は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割    の税率

は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

（軽自動車税の賦課期日及び納期） （種別割    の賦課期日及び納期） 

第83条 軽自動車税の賦課期日は、４月１日とする。 第83条 種別割    の賦課期日は、４月１日とする。 

２ 軽自動車税の納期は、５月17日から同月31日までとする。 ２ 種別割    の納期は、５月17日から同月31日までとする。 
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第84条 （略） 第84条 （略） 

（軽自動車税の徴収の方法） （種別割    の徴収の方法） 

第85条 軽自動車税は、普通徴収の方法によって徴収する。 第85条 種別割    は、普通徴収の方法によって徴収する。 

第86条 （略） 第86条 （略） 

（軽自動車税に関する申告又は報告） （種別割    に関する申告又は報告） 

第87条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者

（以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。）は、軽自

動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車及び２輪の小

型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の４様式    

による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用

者にあっては施行規則第33号の５様式による申告書並びにその者の住

所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。 

第87条 種別割    の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者

（以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。）は、軽自

動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車及び２輪の小

型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の４の２様式

による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用

者にあっては施行規則第33号の５様式による申告書並びにその者の住

所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった

場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があ

った事項について軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又は使用者

については施行規則第33号の４様式    による申告書、原動機付自転

車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号

の５様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次

項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった

場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があ

った事項について軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又は使用者

については施行規則第33号の４の２様式による申告書、原動機付自転

車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号

の５様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次

項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等で

なくなった日から30日以内に、軽自動車及び２輪の小型自動車の所有

者又は使用者については施行規則第33号の４様式    による申告書、

原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施

行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等で

なくなった日から30日以内に、軽自動車及び２輪の小型自動車の所有

者又は使用者については施行規則第33号の４の２様式による申告書、

原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施

行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。 

４ （略） ４ （略） 

（軽自動車税に係る不申告等に関する過料） （種別割    に係る不申告等に関する過料） 
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第88条 （略） 第88条 （略） 

（軽自動車税の減免） （種別割    の減免） 

第89条 市長は、公益のため直接専用する軽自動車等のうち必要と認め

るものに対しては、軽自動車税を減免する。 

第89条 市長は、公益のため直接専用する軽自動車等のうち必要と認め

るものに対しては、種別割    を減免する。 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期

限前７日までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額

及び次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明

する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって種別割    の減免を受けようとする者は、納期

限前７日までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額

及び次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明

する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。 

(1)～(8) （略） (1)～(8) （略） 

３ 第１項の規定によって軽自動車税の減免を受けた者は、その事由が

消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければなら

ない。 

３ 第１項の規定によって種別割    の減免を受けた者は、その事由が

消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければなら

ない。 

（身体障害者等に対する軽自動車税の減免） （身体障害者等に対する種別割    の減免） 

第90条 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対し

ては、軽自動車税を減免する。 

第90条 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対し

ては、種別割    を減免する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、

納期限前７日までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和24年法

律第283号）第15条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷病

者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の規定により戦傷病者

手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないも

のにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害

者手帳」という。）、厚生労働大臣が定めるところにより交付された

療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）又は精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条の

規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項において

２ 前項第１号の規定によって種別割    の減免を受けようとする者は、

納期限前７日までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和24年法

律第283号）第15条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷病

者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の規定により戦傷病者

手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないも

のにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害

者手帳」という。）、厚生労働大臣が定めるところにより交付された

療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）又は精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条の

規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項において
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「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和35年法

律第105号）第92条の規定により交付された身体障害者若しくは身体

障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体障害者等の

みで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以

下この項において「運転免許証」という。）又はこれらの者の特定免

許情報（同法第95条の２第２項に規定する特定免許情報をいう。次項

において同じ。）が記載された免許情報記録個人番号カード（同法第

95条の２第４項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項

において同じ。）を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申

請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなけ

ればならない。 

「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和35年法

律第105号）第92条の規定により交付された身体障害者若しくは身体

障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体障害者等の

みで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以

下この項において「運転免許証」という。）又はこれらの者の特定免

許情報（同法第95条の２第２項に規定する特定免許情報をいう。次項

において同じ。）が記載された免許情報記録個人番号カード（同法第

95条の２第４項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項

において同じ。）を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申

請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなけ

ればならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

３ （略） ３ （略） 

４ 第１項第２号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者

は、納期限前７日までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示（市

長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合

には、当該書類の提出）をするとともに、前条第２項各号に掲げる事

項を記載した申請書を提出しなければならない。 

４ 第１項第２号の規定によって種別割    の減免を受けようとする者

は、納期限前７日までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示（市

長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合

には、当該書類の提出）をするとともに、前条第２項各号に掲げる事

項を記載した申請書を提出しなければならない。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定によって軽自動車税の減免を受

けている者について準用する。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定によって種別割    の減免を受

けている者について準用する。 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） （原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） 

第91条 （略） 第91条 （略） 

２ 法第445条若しくは第81条の２又は第80条第２項ただし書の規定に

よって軽自動車税を課することのできない原動機付自転車又は小型特

殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、市内に所在す

ることとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長

２ 法第445条若しくは第81条の２又は第80条第３項ただし書の規定に

よって種別割    を課することのできない原動機付自転車又は小型特

殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、市内に所在す

ることとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長
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に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小

型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を

受けなければならない。軽自動車税を課されるべき原動機付自転車又

は小型特殊自動車が第445条若しくは第81条の２又は第80条第２項た

だし書の規定によって軽自動車税を課されないこととなったときにお

ける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者につ

いても、また同様とする。 

に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小

型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を

受けなければならない。種別割    を課されるべき原動機付自転車又

は小型特殊自動車が第445条若しくは第81条の２又は第80条第３項た

だし書の規定によって種別割    を課されないこととなったときにお

ける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者につ

いても、また同様とする。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機

付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこと

となったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有若しく

は使用しないこととなったとき、又は当該原動機付自転車又は小型特

殊自動車に対して軽自動車税が課されることとなったときは、その事

由が発生した日から15日以内に、市長に対し、その標識及び証明書を

返納しなければならない。 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機

付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこと

となったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有若しく

は使用しないこととなったとき、又は当該原動機付自転車又は小型特

殊自動車に対して種別割    が課されることとなったときは、その事

由が発生した日から15日以内に、市長に対し、その標識及び証明書を

返納しなければならない。 

８・９ （略） ８・９ （略） 

第92条～第156条 （略） 第92条～第156条 （略） 

附 則 附 則 

第１条～第５条の２ （略） 第１条～第５条の２ （略） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例） （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例） 

第６条 平成30年度以後              の各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第４条の５第３項の規定に該当する場合における第34条の

２の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条

第１項」とあるのは「同条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」

とあるのは「まで並びに法附則第４条の５第３項の規定により読み替

えて適用される法第314条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）」

第６条 平成30年度から令和９年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第４条の５第３項の規定に該当する場合における第34条の

２の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条

第１項」とあるのは「同条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」

とあるのは「まで並びに法附則第４条の５第３項の規定により読み替

えて適用される法第314条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）」
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として、同条の規定を適用することができる。 として、同条の規定を適用することができる。 

第７条・第７条の２ （略） 第７条・第７条の２ （略） 

 （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第７条の３ 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市民税

に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法

第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受けた場合（同法第41条第

１項に規定する居住年（次条において「居住年」という。）が平成11

年から平成18年までの各年である場合に限る。）においては、法附則

第５条の４第６項に規定するところにより控除すべき額（第３項にお

いて「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。）を、当該納

税義務者の第34条の３及び第34条の６の規定を適用した場合の所得割

の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第34条の８及び第34条の９第

１項の規定の適用については、第34条の８中「前２条」とあるのは「前

２条並びに附則第７条の３第１項」と、同項中「前３条」とあるのは

「前３条並びに附則第７条の３第１項」とする。 

３ 第１項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日

の属する年の３月15日までに、施行規則で定めるところにより、同項

の規定の適用を受けようとする旨及び市民税の住宅借入金等特別税額

控除額の控除に関する事項を記載した市民税住宅借入金等特別税額控

除申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたものを含む。）を、市長に提出した場合（法附則

第５条の４第９項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含

む。）に限り、適用する。 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）  

第７条の３   平成22年度から令和25年度までの各年度分の個人の市 第７条の３の２ 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の市
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民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措

置法第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受けた場合（同法第41

条第１項に規定する居住年が  平成21年から令和12年までの各年であ

る場合に限る。）には                                          

  、法附則第５条の４第５項    （同条第７項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）に規定するところにより控除すべき額を、

当該納税義務者の第34条の３及び第34条の６の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措

置法第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が

平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和７年までの各年であ

る場合に限る。）において、前条第１項の規定の適用を受けないとき

は、法附則第５条の４の２第５項（同条第７項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）に規定するところにより控除すべき額を、

当該納税義務者の第34条の３及び第34条の６の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第34条の８及び第34条の９第

１項の規定の適用については、第34条の８中「前２条」とあるのは「前

２条並びに附則第７条の３第１項    」と、第34条の９第１項中「前

３条」とあるのは「前３条並びに附則第７条の３第１項    」とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第34条の８及び第34条の９第

１項の規定の適用については、第34条の８中「前２条」とあるのは「前

２条並びに附則第７条の３の２第１項」と、第34条の９第１項中「前

３条」とあるのは「前３条並びに附則第７条の３の２第１項」とする。 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） （寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第７条の４ 第34条の７の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義

務者が、法第314条の７第11項第２号若しくは第３号に掲げる場合に

該当する場合又は第34条の３第２項に規定する課税総所得金額、課税

退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納

税義務者の前年中の所得について、附則第16条の３第１項、附則第16

条の４第１項、附則第17条第１項、附則第18条第１項、附則第19条第

１項、附則第19条の２第１項、附則第19条の３第１項又は附則第20条

第１項の規定の適用を受けるときは、第34条の７第２項に規定する特

例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第５条の５第２項（法

附則第５条の６第３項又は第４項の規定により読み替えて適用される

場合を含む。）に定めるところにより計算した金額とする。 

第７条の４ 第34条の７の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義

務者が、法第314条の７第11項第２号若しくは第３号に掲げる場合に

該当する場合又は第34条の３第２項に規定する課税総所得金額、課税

退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納

税義務者の前年中の所得について、附則第16条の３第１項、附則第16

条の４第１項、附則第17条第１項、附則第18条第１項、附則第19条第

１項、附則第19条の２第１項又は附則第20条第１項                

     の規定の適用を受けるときは、第34条の７第２項に規定する特

例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第５条の５第２項（法

附則第５条の６第２項          の規定により読み替えて適用される

場合を含む。）に定めるところにより計算した金額とする。 

第７条の５～第７条の８ （略） 第７条の５～第７条の８ （略） 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） （肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） 
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第８条 昭和57年度から令和12年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第６条第４項に規定する場合において、第36条の２第１項

の規定による申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が

送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36

条の３第１項の確定申告書を含む。次項において同じ。）に肉用牛の

売却に係る租税特別措置法第25条第１項に規定する事業所得の明細に

関する事項の記載があるとき（これらの申告書にその記載がないこと

についてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項に

おいて同じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除す

る。 

第８条 昭和57年度から令和９年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第６条第４項に規定する場合において、第36条の２第１項

の規定による申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が

送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36

条の３第１項の確定申告書を含む。次項において同じ。）に肉用牛の

売却に係る租税特別措置法第25条第１項に規定する事業所得の明細に

関する事項の記載があるとき（これらの申告書にその記載がないこと

についてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項に

おいて同じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除す

る。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第５

項に規定する場合において、第36条の２第１項の規定による申告書に

肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第２項第２号に規定する事

業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所

得金額に係る市民税の所得割の額は、第33条から第34条の３まで、第

34条の６から第34条の８まで、附則第７条第１項、附則第７条の３第

１項                          及び附則第７条の４の規定にかかわ

らず、法附則第６条第５項各号に掲げる金額の合計額とすることがで

きる。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第５

項に規定する場合において、第36条の２第１項の規定による申告書に

肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第２項第２号に規定する事

業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所

得金額に係る市民税の所得割の額は、第33条から第34条の３まで、第

34条の６から第34条の８まで、附則第７条第１項、附則第７条の３第

１項、附則第７条の３の２第１項及び附則第７条の４の規定にかかわ

らず、法附則第６条第５項各号に掲げる金額の合計額とすることがで

きる。 

３ （略） ３ （略） 

（個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等） （個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄

附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第３項の規定によ

る申告特例通知書の送付があった場合（法附則第７条第13項の規定に

よりなかったものとみなされる場合を除く。）には、法附則第７条の

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄

附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第３項の規定によ

る申告特例通知書の送付があった場合（法附則第７条第13項の規定に

よりなかったものとみなされる場合を除く。）には、法附則第７条の
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２第４項（法附則第７条の３第３項又は第４項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）に規定するところにより控除すべき額を、

第34条の７第１項及び第２項の規定を適用した場合の所得割の額から

控除するものとする。 

２第４項                                                      

                          に規定するところにより控除すべき額を、

第34条の７第１項及び第２項の規定を適用した場合の所得割の額から

控除するものとする。 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第10条の２ （略） 第10条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法附則第15条第24項第１号イに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

３ 法附則第15条第25項第１号イに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

４ 法附則第15条第24項第１号ロに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

４ 法附則第15条第25項第１号ロに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第15条第24項第１号ハに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第15条第25項第１号ハに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

６ 法附則第15条第24項第１号ニに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

６ 法附則第15条第25項第１号ニに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

７ 法附則第15条第24項第２号に規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は10分の７とする。 

７ 法附則第15条第25項第２号に規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は７分の６とする。 

８ 法附則第15条第24項第３号イに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は10分の７とする。 

８ 法附則第15条第25項第３号イに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

９ 法附則第15条第24項第３号ロに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

９ 法附則第15条第25項第３号ロに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

10 法附則第15条第24項第４号  に規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

10 法附則第15条第25項第３号ハに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

 11 法附則第15条第25項第４号イに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 
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 12 法附則第15条第25項第４号ロに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

 13 法附則第15条第25項第４号ハに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

11 法附則第15条第27項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

14 法附則第15条第28項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

12 法附則第15条第31項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

15 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の

２とする。 

13 （略） 16 （略） 

14 法附則第15条第39項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の

１とする。 

17 法附則第15条第40項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の

１とする。 

15 法附則第15条第40項に規定する市町村の条例で定める割合は４分の

３とする。 

18 法附則第15条第41項に規定する市町村の条例で定める割合は４分の

３とする。 

16 （略） 19 （略） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

第10条の３ （略） 第10条の３ （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 法附則第15号の８第４項の家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に掲

げる事項を記載した申告書に令附則第12条第17項に規定する従前の家

屋について移転補償金を受けたことを証する書類を添付して市長に提

出しなければならない。 

７ 法附則第15号の８第４項の家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月31日までに次に掲

げる事項を記載した申告書に令附則第12条第16項に規定する従前の家

屋について移転補償金を受けたことを証する書類を添付して市長に提

出しなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

８ 法附則第15条の９第１項の耐震基準適合住宅について、同項の規定 ８ 法附則第15条の９第１項の耐震基準適合住宅について、同項の規定
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の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修

が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当

該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令

附則第12条第20項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修

が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当

該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令

附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

９ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条第５項の

高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が完了した日か

ら３月以内に次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

９ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修住宅又は同条第５項の

高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が完了した日か

ら３月以内に次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 令附則第12条第24項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び

当該者が同項各号のいずれに該当するかの別 

(4) 令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び

当該者が同項各号のいずれに該当するかの別 

(5) （略） (5) （略） 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第25項に規

定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第24項に規

定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費 

(7) （略） (7) （略） 

10 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の

熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第10項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

10 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の

熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第10項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第32項に (5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に
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規定する補助金等 規定する補助金等 

(6) （略） (6) （略） 

11 （略） 11 （略） 

12 法附則第15条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修等住宅

又は同条第５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の９第

９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第12項各号に

掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

12 法附則第15条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修等住宅

又は同条第５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の９第

９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第12項各号に

掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第32項に

規定する補助金等 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に

規定する補助金等 

(6) （略） (6) （略） 

13・14 （略） 13・14 （略） 

15 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修

が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第７条第18項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写

し、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）

第７条又は附則第３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐震改

修後の家屋が令附則第12条第20項に規定する基準を満たすことを証す

る書類を添付して市長に提出しなければならない。 

15 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修

が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第７条第18項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写

し、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）

第７条又は附則第３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐震改

修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証す

る書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

16 法附則第15条の11第１項の改修特別特定建築物  について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修

工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

16 法附則第15条の11第１項の改修実演芸術公演施設について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修

工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書
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に施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通

知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（平成18年法律第91号）第14条第１項に規定する建築物移動等円滑

化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第17条

第３項第１号に規定する同法第２条第20号に規定する建築物特定施設

の構造及び配置に関する基準に適合する旨を証する書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平

成18年国土交通省令第110号）第10条第２項に規定する通知書の写し

及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成24年法律第

49号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であ

る                                                            

                                   旨を証する書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

施行令（平成18年政令第379号）第５条各号に掲げる特別特定建築

物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条

第３項の条例で定める同法第２条第18号に規定する特定建築物を含

む。）のいずれに該当するかの別 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

施行令（平成18年政令第379号）第５条第３号に規定する劇場若し

くは演芸場又は同条第４号に規定する集会場若しくは公会堂のいず

れかに該当するかの別                                        

                             

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略） 

第11条～第15条 （略） 第11条～第15条 （略） 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第15条の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第１章

第２節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収

の例により、行うものとする。 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能

割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第446条第１項（同条

第２項又は第３項において準用する場合を含む。）又は法第451条第

１項若しくは第２項（これらの規定を同条第４項又は第５項において

準用する場合を含む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当す

るかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第29

条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において
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同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車

税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があること

を附則第15条の４の規定により読み替えられた第81条の６第１項の納

期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）後にお

いて知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の

認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に

当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正

の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由と

して国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによ

るものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不

足額に係る３輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によ

りその例によることとされた法第161条第１項に規定する申告書を提

出すべき当該３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の

環境性能割に関する規定を適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境

性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計

算した金額を加算した金額とする。 

 （日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の

範囲の特例） 

第15条の２の２ 市長は、当分の間、第81条の２の規定にかかわらず、

日本赤十字社が取得する３輪以上の軽自動車のうち、直接その本来の

事業の用に供するもので、次の各号に該当するものに対しては、軽自

動車税の環境性能割を課さない。 

(1) 巡回診療又は患者の輸送の用に供する3輪以上の軽自動車 

(2) 血液事業の用に供する３輪以上の軽自動車 

(3) 救護資材の運搬の用に供する３輪以上の軽自動車 
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（軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

第15条の３ 市長は、当分の間、第81条の８の規定にかかわらず、県知

事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市

長が定める３輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割

を減免する。 

２ 前項の規定により減免すべき税額は、県知事が自動車税の環境性能

割を減免する自動車の例によるものとする。 

３ 第１項の規定により軽自動車税の環境性能割の減免を受けようとす

る者は、県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車の例により、

減免の手続を行うものとする。 

 （軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

第15条の４ 第81条の６の規定による申告納付については、当分の間、

同条中「市長」とあるのは、「県知事」とする。 

 （軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付） 

第15条の５ 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事

務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第１項

に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として県に交付する。 

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第15条の６ 営業用の３輪以上の軽自動車に対する第81条の４の規定の

適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 第１号 100分の１ 100分の0.5 

第２号 100分の２ 100分の１ 

第３号 100分の３ 100分の２ 
 

 ２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第81条の４（第３号に係る部

分に限る。）の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の
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３」とあるのは、「100分の２」とする。 

（軽自動車税        の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第16条 法附則第30条に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽自

動車が最初の道路運送車両法第60条第１項後段の規定による車両番号

の指定（次項及び第３項    において「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分

の軽自動車税        に係る第82条の規定の適用については、当分の

間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第16条 法附則第30条に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽自

動車が最初の法第444条第３項に規定する                 車両番号

の指定（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分

の軽自動車税の種別割に係る第82条の規定の適用については、当分の

間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

表 （略） 表 （略） 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車

に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和７年４

月１日から令和10年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の

軽自動車税        に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車

に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和４年４

月１日から令和８年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の

軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

表 （略） 表 （略） 

３ 法附則第30条第３項の規定の適用を受ける３輪以上の同項       

         に規定するガソリン軽自動車（以下この項        におい

て「ガソリン軽自動車」という。）（営業用の乗用のものに限る。）

に対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令

和７年４月１日から令和８年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には、令和８年度分                                  

     の軽自動車        に限り、同条第２号ア（イ）中「3,900円」

とあるのは「2,000円」と、同号ア（ウ）a中「6,900円」とあるのは

「3,500円」とする。 

３ 法附則第30条第３項の規定の適用を受ける３輪以上の法第446条第

１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項におい

て「ガソリン軽自動車」という。）（営業用の乗用のものに限る。）

に対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令

和４年４月１日から令和８年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌

年度分の軽自動車の種別割に限り、同条第２号ア（イ）中「3,900円」

とあるのは「2,000円」と、同号ア（ウ）a中「6,900円」とあるのは

「3,500円」とする。 
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 ４ 法附則第30条第４項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自

動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに

限る。）に対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自

動車が令和４年４月１日から令和７年３月31日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する

年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第２号ア（イ）中

「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号ア（ウ）a中「6,900円」

とあるのは「5,200円」とする。 

（軽自動車税    の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第16条の２ 市長は、軽自動車税        の賦課徴収に関し、３輪以上

の軽自動車が前条第２項又は第３項    の規定の適用を受ける３輪以

上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣

の認定等（法附則第30条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等

をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

第16条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上

の軽自動車が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以

上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣

の認定等（法附則第30条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等

をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税        の額について不足額がある

ことを第83条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延

長された納期限）後において知った場合において、当該事実が生じた

原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手

段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供

した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定

等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定

等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又は

その一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る３輪以上の

軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税        に関する規定（第

87条及び第88条の規定を除く。）を適用する。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額がある

ことを第83条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延

長された納期限）後において知った場合において、当該事実が生じた

原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手

段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供

した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定

等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定

等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又は

その一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る３輪以上の

軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定（第

87条及び第88条の規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税      ３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別
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   の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算し

た金額を加算した金額とする。 

第16条の２の２ （略） 

割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算し

た金額を加算した金額とする。 

第16条の２の２ （略） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） 

第16条の３ （略） 第16条の３ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項                          

の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第16条の３第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の

９第１項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項         

                  中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第16条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第16条の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項、附則第７

条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項

の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第16条の３第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の

９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第

７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第16条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第16条の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例） （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例） 

第16条の４ （略） 第16条の４ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 
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(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項                          

の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第16条の４第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の

９第１項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項         

                  中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第16条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第16条の４第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項、附則第７

条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項

の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第16条の４第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の

９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第

７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第16条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第16条の４第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

４ （略） ４ （略） 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） 

第17条 （略） 第17条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項                         

の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第17条第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９第

１項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項          

              中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第17条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条

（2） 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項、附則第７

条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項

の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第17条第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９第

１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条

の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第17条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条
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の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第17条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第17条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得

に係る市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得

に係る市民税の課税の特例） 

第17条の２ 昭和63年度から令和11年度までの各年度分の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因

となる土地等（租税特別措置法第31条第１項に規定する土地等をいう。

以下この条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以

下この条において同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅

地等のための譲渡（法附則第34条の２第１項に規定する優良住宅地等

のための譲渡をいう。）に該当するときにおける前条第１項に規定す

る譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項におい

て同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得

割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める場合に相当する額とする。 

第17条の２ 昭和63年度から令和８年度までの各年度分の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因

となる土地等（租税特別措置法第31条第１項に規定する土地等をいう。

以下この条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以

下この条において同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅

地等のための譲渡（法附則第34条の２第１項に規定する優良住宅地等

のための譲渡をいう。）に該当するときにおける前条第１項に規定す

る譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項におい

て同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得

割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める場合に相当する額とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和11年度までの各年度分の市民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所

得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優

良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第34条の２第６項に規定する

確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同

じ。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得に係る

課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用す

る。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の２第12項の規定に

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和８年度までの各年度分の市民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所

得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優

良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第34条の２第５項に規定する

確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同

じ。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得に係る

課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用す

る。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の２第10項の規定に
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該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のた

めの譲渡ではなかったものとみなす。 

該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のた

めの譲渡ではなかったものとみなす。 

３ （略） ３ （略） 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、

所得割の納税義務者が、租税特別措置法第31条の２第２項第13号から

第15号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおける

その譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法

（昭和33年法律第30号）第３条第１項の地すべり防止区域、急傾斜地

の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条

第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項

の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成15年

法律第77号）第56条第１項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該

土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規定する優良住宅地等のための

譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみ

なす。 

 

第17条の３ （略） 第17条の３ （略） 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） （短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） 

第18条 （略） 第18条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項                          

の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第18条第１項の規定による市民税の所得

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項、附則第７

条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項

の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第18条第１項の規定による市民税の所得
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割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９第

１項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項             

              中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第18条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条

の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第18条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９第

１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条

の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第18条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条

の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第18条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） （一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第19条 （略） 第19条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項                          

の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第19条第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９第

１項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項             

              中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第19条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条

の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第19条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項、附則第７

条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項

の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第19条第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９第

１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条

の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第19条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条

の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第19条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

第19条の２ （略） 第19条の２ （略） 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例）  
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第19条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法

第38条の２第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する

場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第33条第

１項及び第２項並びに第34条の３の規定にかかわらず、他の所得と区

分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金

額として令附則第18条の６の４で定めるところにより計算した金額（以

下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）

に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に

係る譲渡所得等の金額（次項第１号の規定により読み替えて適用され

る第34条の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）をい

う。）の100分の３に相当する金額に相当する市民税の所得割を課す

る。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) 第34条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」と

あるのは、「総所得金額、附則第19条の３第１項に規定する特定

暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項の規定の適用については、第3

4条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条

の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の７第

１項前段、第34条の８、第34条の９第１項、附則第７条第１項及

び附則第７条の３第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第19条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」

と、第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第19条の３第１項の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。 

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」
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とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第19条の３第１項に

規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは

山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは附則第19条

の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と

する。 

(4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条の３第１項に

規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同条第２項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条の３

第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第20条 （略） 第20条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項、附則第７

条第１項及び附則第７条の３第１項                          

の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第20条第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９第

１項、附則第７条第１項及び附則第７条の３第１項             

              中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第20条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条

の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第20条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項、附則第７

条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項

の規定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第20条第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９第

１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条

の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第20条第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条

の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第20条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 
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（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第20条の２ （略） 第20条の２ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附則

第７条第１項及び第７条の３第１項                      の規

定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第20条の２第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９第１

項並びに附則第７条第１項及び第７条の３第１項               

        中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第2

0条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の７

第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第2

0条の２第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附則

第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の規

定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第20条の２第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９第１

項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第2

0条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の７

第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第2

0条の２第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附則

第７条第１項及び第７条の３第１項                      の規

定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第20条の２第３項後段の規定による市民税の所

得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９

第１項並びに附則第７条第１項及び第７条の３第１項           

            中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附則

第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の規

定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第20条の２第３項後段の規定による市民税の所

得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９

第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の

３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附
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則第20条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第20条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。 

則第20条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第20条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第20条の３ （略） 第20条の３ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附則

第７条第１項及び第７条の３第１項                      の規

定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第20条の３第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９第１

項並びに附則第７条第１項及び第７条の３第１項               

        中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第2

0条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の７

第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第2

0条の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附則

第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の規

定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第20条の３第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９第１

項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第2

0条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の７

第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第2

0条の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 ５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附則

第７条第１項及び第７条の３第１項                      の規

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附則

第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の規
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定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第20条の３第３項後段の規定による市民税の所

得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９

第１項並びに附則第７条第１項及び第７条の３第１項           

            中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第20条の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第20条の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。 

定の適用については、第34条の６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第20条の３第３項後段の規定による市民税の所

得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34条の９

第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の

３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第20条の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、

第34条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第20条の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

６ （略） ６ （略） 

第21条～第25条 （略） 第21条～第25条 （略） 
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附則第５条関係（登米市税条例及び登米市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

改 正 案 現   行 

第１条・第２条 （略） 

附 則 

第１条～第５条 （略） 

第１条・第２条 （略） 

附 則 

第１条～第５条 （略） 

第６条 平成27年３月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第１項後

段の規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対して

課する軽自動車税    に係る登米市税条例第82条及び附則第16条

の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第６条 平成27年３月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第１項後

段の規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対して

課する軽自動車税の種別割に係る登米市税条例第82条及び附則第16条

の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

表 （略） 表 （略） 
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報告第14号関係 

登米市東日本大震災による災害被災者に対する市税の減免に関する条例 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 東日本大震災の被災者であって市民税、固定資産税又は国民健

康保険税の納税義務のあるものに対する平成23年度分の市民税、固定

資産税及び国民健康保険税並びに平成24年度分から令和８年度分まで

の国民健康保険税の軽減及び免除（以下「減免」という。）について

は、この条例の定めるところによる。 

第１条 東日本大震災の被災者であって市民税、固定資産税又は国民健

康保険税の納税義務のあるものに対する平成23年度分の市民税、固定

資産税及び国民健康保険税並びに平成24年度分から令和７年度分まで

の国民健康保険税の軽減及び免除（以下「減免」という。）について

は、この条例の定めるところによる。 

第２条・第３条 （略） 第２条・第３条 （略） 

（国民健康保険税の減免） （国民健康保険税の減免） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 東京電力福島原子力発電所の事故により原子力災害対策特別措置法

（平成11年法律第156号）第15条第３項の規定による避難のための立

退き若しくは屋内への避難に係る内閣総理大臣の指示の対象となった

区域、同法第20条第３項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時

避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっ

ている区域又はこれらに準ずる区域として市長が必要と認めるものか

ら転入した者に係る平成23年度から令和８年度までに課する当該年度

分の国民健康保険税については、令和９年３月末日までに普通徴収の

納期限（特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金の給

付の支払日）が到来するものに限り、減免する。 

２ 東京電力福島原子力発電所の事故により原子力災害対策特別措置法

（平成11年法律第156号）第15条第３項の規定による避難のための立

退き若しくは屋内への避難に係る内閣総理大臣の指示の対象となった

区域、同法第20条第３項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時

避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっ

ている区域又はこれらに準ずる区域として市長が必要と認めるものか

ら転入した者に係る平成23年度から令和７年度までに課する当該年度

分の国民健康保険税については、令和８年３月末日までに普通徴収の

納期限（特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金の給

付の支払日）が到来するものに限り、減免する。 

第５条～第７条 （略） 第５条～第７条 （略） 
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報告第15号関係 

登米市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等に関する条例 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

（固定資産税の免除等） （固定資産税の免除等） 

第１条 （略） 

第２条 地域再生法第17条の６の地方公共団体等を定める省令（平成27

年総務省令第73号。以下「省令」という。）第１条に規定する公示日

（以下「公示日」という。）から令和10年３月31日までの間に、法第

17条の２第３項の規定に基づき、同条第１項に規定する地方活力向上

地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第４項に規定する認

定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後３年を経

過する日まで（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消

されたときは、その取り消された日の前日まで）の間に、省令第２条

第１号に規定する特別償却設備（以下「特別償却設備」という。）を

新設し、又は増設したもの（法第17条の２第１項第１号に掲げる事業

を実施する者に限る。）について、特別償却設備である家屋又は構築

物及び償却資産（所得税法施行令（昭和40年政令第96号）第６条第１

号から第３号まで又は法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第13条

第１号から第３号までに掲げるものに限る。）並びに当該家屋又は構

築物の敷地である土地（公示日以降に取得したものに限り、かつ、土

地については、その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地

を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における

当該土地に限る。以下「固定資産」という。）に対して課する固定資

産税は、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとな

った年度以降３年度に限り免除する。 

第１条 （略） 

第２条 地域再生法第17条の６の地方公共団体等を定める省令（平成27

年総務省令第73号。以下「省令」という。）第１条に規定する公示日

（以下「公示日」という。）から令和８年３月31日までの間に、法第

17条の２第３項の規定に基づき、同条第１項に規定する地方活力向上

地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第４項に規定する認

定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後３年を経

過する日まで（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消

されたときは、その取り消された日の前日まで）の間に、省令第２条

第１号に規定する特別償却設備（以下「特別償却設備」という。）を

新設し、又は増設したもの（法第17条の２第１項第１号に掲げる事業

を実施する者に限る。）について、特別償却設備である家屋又は構築

物及び償却資産                                                

                                                             

                       並びに当該家屋又は構

築物の敷地である土地（公示日以降に取得したものに限り、かつ、土

地については、その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地

を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における

当該土地に限る。以下「固定資産」という。）に対して課する固定資

産税は、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとな

った年度以降３年度に限り免除する。 
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２ （略） ２ （略） 

（課税免除等の申請） （課税免除等の申請） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

(1) 課税免除等の適用を受けようとする者の住所又は所在地、氏名

又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条

第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同

条第16項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所又は所在地及び氏名又

は名称） 

(1) 課税免除等の適用を受けようとする者の住所又は所在地、氏名

又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条

第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同

条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所又は所在地及び氏名又

は名称） 

(2)～(4) （略） 

第４条・第５条 （略） 

(2)～(4) （略） 

第４条・第５条 （略） 
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議案第57号関係 

登米市印鑑条例 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

第１条～第12条 (略) 

（印鑑登録証明書の交付） 

第１条～第12条 (略) 

（印鑑登録証明書の交付） 

第13条 登録者は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請するとき

は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証又は個人番号カード（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。

以下同じ。）、特定在留カード（出入国管理及び難民認定法（昭和26

年政令第319号）第19条の15の２第１項に規定する特定在留カードを

いう。以下同じ。）若しくは特定特別永住者証明書（日本国との平和

条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

（平成３年法律第71号）第16条の２第１項の規定による特定特別永住

者証明書をいう。以下同じ。）（これらのうち、電子署名等に係る地

方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律

第153号。以下「公的個人認証法」という。）第22条第１項に規定す

る個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに

限る。以下同じ。）を添えてしなければならない。 

第13条 登録者は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請するとき

は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証又は個人番号カード（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カードであって、

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                         電子署名等に係る地

方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律

第153号。以下「公的個人認証法」という。）第22条第１項に規定す

る個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものを

いう。以下同じ。）を添えてしなければならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交付） （多機能端末機による印鑑登録証明書の交付） 

第14条 前条の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード、特定在

留カード若しくは特定特別永住者証明書又は移動端末設備（電気通信

事業法（昭和59年法律第86号）第12条の２第４項第３号ロに規定する

移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の２第１項に規定する

第14条 前条の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード        

                                    又は移動端末設備（電気通信

事業法（昭和59年法律第86号）第12条の２第４項第３号ロに規定する

移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の２第１項に規定する
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移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものをい

う。）を使用して、多機能端末機（本市の電子計算機と電子通信回線

により接続された民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書を

交付するものをいう。）に暗証番号その他必要な事項を自ら入力する

ことにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、及び交付を受けること

ができる。 

第15条～第18条 (略) 

移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものをい

う。）を使用して、多機能端末機（本市の電子計算機と電子通信回線

により接続された民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書を

交付するものをいう。）に暗証番号その他必要な事項を自ら入力する

ことにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、及び交付を受けること

ができる。 

第15条～第18条 (略) 
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議案第58号関係 

登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び登米市職員等の旅費に関する条例 新旧対照表 

第１条関係（登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

改 正 案 現   行 

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略） 

（給料） （給料） 

第３条 給料月額は、別表    のとおりとする。 第３条 給料月額は、別表第１のとおりとする。 

第４条・第５条 （略） 第４条・第５条 （略） 

（旅費） （旅費） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 旅費の額は、宿泊費については国家公務員等の旅費支給規程（昭和

25年大蔵省令第45号）別表第２第１号の表又は第２号の表の上欄に掲

げる区分に応じ、これらの表の指定職職員等の欄に掲げる額を職員の

例により計算した額とし、その他の旅費の額については、職員の例に

より計算した額とする。 

３ 旅費の額は、宿泊費については別表第２に掲げる額を超えない範囲

内において規則で定める額（同表において「宿泊費基準額」という。）

                                                         

               とし、その他の旅費の額については、職員の例に

より計算した額とする。 

第７条 （略） 第７条 （略） 

別表   （略） 別表第１ （略） 

 別表第２（第６条関係） 

 区分 宿泊費基準額の上限額（１夜につ 

き） 

内国旅行 27,000円 

外国旅行 65,000円 
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第２条関係（登米市職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

改 正 案 現   行 

第１条～第12条 （略） 第１条～第12条 （略） 

（宿泊費） （宿泊費） 

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公

務員等の旅費支給規程（昭和25年大蔵省令第45号。第15条において「省

令」という。）別表第２第１号の表又は第２号の表の上欄に掲げる区

分に応じ、これらの表の職務の級が10級以下の者の欄に掲げる額（次

条において「宿泊費基準額」という。）とする。ただし、当該宿泊に

係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要

する費用の額とする。 

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、別表第

１に定める額を超えない範囲内において規則で定める額（次条及び同

表において「宿泊費基準額」という。）             

                                            

                                  とする。ただし、当該宿泊に

係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要

する費用の額とする。 

第14条 （略） 第14条 （略） 

（宿泊手当） （宿泊手当） 

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費

用とし、その額は、１夜につき省令別表第３第１号の表又は第２号の

表の上欄に掲げる区分に応じ、これらの表に掲げる額とする。 

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費

用とし、その額は、別表第２で定める額を超えない範囲内において規

則で定める１夜当たりの定額           とする。 

２ 宿泊手当の額は、宿泊費又は包括宿泊費が次の各号に掲げる場合に

該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とす

る。 

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる

場合 前項に規定する額の３分の２の額 

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項

に規定する額の３分の１の額 

 

３ 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前２項の規定にかかわら

ず、その移動の到着地に応じ、省令別表第３第１号の表又は第２号の

表の上欄に掲げる区分に応じ、これらの表に掲げる額とする。ただし、
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鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費（包括宿泊費及び家族移転

費のうちこれらに相当するものを含む。）に食費に相当するものが含

まれる場合は、当該額の３分の１とする。 

４ 旅行者が旅行中自宅（住所又は居所若しくはこれに相当する場所を

いう。）に宿泊する場合は、前３項の規定にかかわらず、宿泊手当は

支給しない。 

 

第16条～第29条 （略） 第16条～第29条 （略） 

 別表第１ 宿泊費基準額の上限（第13条関係） 

 区分 宿泊費基準額の上限額（１夜につき） 

内国旅行 19,000円 

外国旅行 59,000円 
 

 別表第２ 宿泊手当（第15条関係） 

 区分 宿泊手当（１夜につき） 

内国旅行 2,400円 

外国旅行 5,400円 
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議案第59号関係 

登米市国民健康保険税条例 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（課税額）  （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が67万円を超える場合においては、基礎課税額は、67

万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が66万円を超える場合においては、基礎課税額は、66

万円とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保

険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等

割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者（地方税法（昭

和25年法律第226号。以下「法」という。）第703条の４第30項に規定

する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した18歳以上

被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、加算後の額が３万円

を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、３万

円とする。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保

険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等

割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者（地方税法（昭

和25年法律第226号。以下「法」という。）第703条の４第30項に規定

する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した18歳以上

被保険者均等割額を加算した額とする。              

                                 

       

第３条～第22条 （略） 第３条～第22条 （略） 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第23条 次に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健 第23条 次に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健
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康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が67万円を超える場合に

は、67万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及

びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が26万円を超

える場合には、26万円）、    同条第４項本文の介護納付金課税額か

らオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万

円を超える場合には、17万円）並びに同条第５項本文の子ども・子育

て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が３万円を超える場合には、３万円）の合算額とす

る。 

康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が66万円を超える場合に

は、66万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及

びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が26万円を超

える場合には、26万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額か

らオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が17万

円を超える場合には、17万円）                  

                                

                         の合算額とす

る。 

(1) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者

（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得

税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給与所得につ

いて同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条

第１項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。）

をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所

得を有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得金

額に係る所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得に

ついて同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年

齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超

える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入

金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者

を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」

という。）が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）

(1) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者

（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得

税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給与所得につ

いて同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条

第１項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。）

をいう。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所

得を有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得金

額に係る所得税法第35条第３項に規定する公的年金等に係る所得に

ついて同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者（年

齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超

える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入

金額が110万円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する者

を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」

という。）が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）
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を超えない世帯に係る納税義務者 を超えない世帯に係る納税義務者 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について700円 

 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18

歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について70円 

 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 560円 

(イ) 特定世帯 280円 

(ウ) 特定継続世帯 420円 

 

(2) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき31万円     を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

(2) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき30万5,000円を加算した金額を超え

ない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について500円 

 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18  
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歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について50円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 400円 

(イ) 特定世帯 200円 

(ウ) 特定継続世帯 300円 

 

(3) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき57万円を加算した金額を超えない世

帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

(3) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の

合算額が、43万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき56万円を加算した金額を超えない世

帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について200円 

 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18

歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について20円 

 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 160円 
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(イ) 特定世帯 80円 

(ウ) 特定継続世帯 120円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後

の最初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額

（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均

等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割

額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

を減額して得た額とする。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後

の最初の３月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額

（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均

等割額（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割

額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

を減額して得た額とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未

就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 150円 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 250円 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 400円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 500円 

 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第

４項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属

する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額並びに被保

険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額

を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割

額及び18歳以上被保険者均等割額）は、当該所得割額並びに被保険者

均等割額及び18歳以上被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第

４項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属

する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び  被保

険者均等割額                            （第１項に規定する金額

を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割

額                            ）は、当該所得割額及び  被保険者

均等割額                            から、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 



 

-
 
7
1
 
-
 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当

該出産被保険者につき第３条の規定により算定した所得割額の12分

の１の額に、当該出産被保険者の出産の予定日（地方税法施行規則

第24条の30の６に定める場合には、出産の日。以下同じ。）の属す

る月（以下「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、

３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」

という。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当

該出産被保険者につき第３条の規定により算定した所得割額の12分

の１の額に、当該出産被保険者の出産の予定日（地方税法施行規則

第24条の30の５に定める場合には、出産の日。以下同じ。）の属す

る月（以下「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、

３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」

という。）のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第９条の４の規定によ

り算定した所得割額の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産

後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条の５の

規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）

の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額 

 

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の18歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第９

条の６の規定により算定した18歳以上被保険者均等割額（第１項に

規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の

18歳以上被保険者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被保険者

の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後

の最初の３月31日以前である被保険者（以下「18歳未満被保険者」と
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いう。）がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・

子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯

に属する18歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額（前３項

に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の

被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、当該

被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。 

第23条の２～第26条 （略） 第23条の２～第26条 （略） 

附 則 附 則 

１～４ （略） １～４ （略） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第33条の２第５項の配当所得等を有する場合

における第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第23条の規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等

に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314

条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第33条の２第５項に規定する上場株式

等に係る配当所得等の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の２第５項に規定

する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第33条の２第５項の配当所得等を有する場合

における第３条、第６条、第８条            及び第23条の規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等

に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第314

条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第33条の２第５項に規定する上場株式

等に係る配当所得等の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の２第５項に規定

する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第23条の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条            及び第23条の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」
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とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条

の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34

条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項

又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同

法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控

除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」と

いう。）の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金

額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲

渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期

譲渡所得の金額」とする。 

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条

の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34

条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項

又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同

法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控

除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」と

いう。）の合計額から法第314条の２第２項」と、「及び山林所得金

額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲

渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定する長期

譲渡所得の金額」とする。 

７ （略） ７ （略） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所

得等を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の４及び

第23条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とある

のは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の２第５項に規

定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条

の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所

得等を有する場合における第３条、第６条、第８条            及び

第23条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とある

のは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の２第５項に規

定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条

の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 
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（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に係る譲

渡所得等を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の４ 

及び第23条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第

５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２

項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の

２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第

23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額」とする。 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に係る譲

渡所得等を有する場合における第３条、第６条、第８条             

及び第23条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２の２第

５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２

項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の

２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第

23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は

雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の４及

び第23条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」とある

のは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の４第４項に規

定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の４

第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第35条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は

雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条            及

び第23条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」とある

のは「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の４第４項に規

定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の４

第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特
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例） 例） 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第23条の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第

314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の３第５項に

規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が法附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条            及び第23条の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第

314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」と、第23条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の３第５項に

規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項に

規定する特例適用利子等、同法第12条第５項に規定する特例適用利子

等又は同法第16条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条、第９条の４及び第23条第１項の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」と

あるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第

８条第２項（同法第12条第５項及び第16条第２項において準用する場

合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第23条

第１項において「特例適用利子等の額」という。）の合計額から法第

314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項に

規定する特例適用利子等、同法第12条第５項に規定する特例適用利子

等又は同法第16条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条            及び第23条第１項の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」と

あるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第

８条第２項（同法第12条第５項及び第16条第２項において準用する場

合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第23条

第１項において「特例適用利子等の額」という。）の合計額から法第

314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山
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林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適

用利子等の額」と、第23条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適

用利子等の額」と、第23条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、

同法第12条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第３項に

規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有す

る場合における第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第23条第１

項の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額

から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所

得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第

４項（同法第12条第６項及び第16条第３項において準用する場合を含

む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この条及び第23条第１項

において「特例適用配当等の額」という。）の合計額から法第314条

の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得

金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当

等の額」と、第23条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、

同法第12条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第３項に

規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有す

る場合における第３条、第６条、第８条            及び第23条第１

項の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額

から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所

得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第

４項（同法第12条第６項及び第16条第３項において準用する場合を含

む。）に規定する特例適用配当等の額（以下この条及び第23条第１項

において「特例適用配当等の額」という。）の合計額から法第314条

の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得

金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当

等の額」と、第23条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約
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等実施特例法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用

利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を

有する場合における第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第23条

の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計

額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等

の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第

３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第

314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第10

項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等

実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」と、

第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適

用利子等の額」とする。 

等実施特例法」という。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用

利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を

有する場合における第３条、第６条、第８条            及び第23条

の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計

額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等

の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第

３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第

314条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第10

項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等

実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額」と、

第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適

用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定

する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場

合における第３条、第６条、第８条、第９条の４及び第23条の規定の

適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44

年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の

２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定

する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場

合における第３条、第６条、第８条            及び第23条の規定の

適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44

年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の

２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山
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林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定

する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例

法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当

等の額」とする。 

林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定

する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例

法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当

等の額」とする。 

16 （略） 16 （略） 
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議案第60号関係 

登米市介護保険条例 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

第１条～第23条 （略） 第１条～第23条 （略） 

附 則 附 則 

１～11 （略） １～11 （略） 

（令和８年度分の保険料の減免の特例） 

12 市長は、令和８年度分の保険料について、第11条第１項及び第２項

の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者に対し、申請によら

ずに減免することができる。 
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議案第61号関係 

登米市道路占用料条例 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

   登米市道路占用料等条例 

第１条～第７条 （略） 

別表（第２条関係） 

   登米市道路占用料条例 

第１条～第７条 （略） 

別表（第２条関係） 

占用物件 占用料 

単位 金額 

法第32条第

１項第１号

に掲げる工

作物 

第１種電柱 １本につき

１年 

530 

第２種電柱 810 

第３種電柱 1,100 

第１種電話柱 470 

第２種電話柱 750 

第３種電話柱 1,000 

その他の柱類 47 

共架電線その他上空に設け

る線類 

長さ１メー

トルにつき

１年 

５ 

地下に設ける電線その他の

線類 

３ 

路上に設ける変圧器 １個につき

１年 

460 

地下に設ける変圧器 占用面積１

平方メート

ルにつき１

280 

占用物件 占用料 

単位 金額 

法第32条第

１項第１号

に掲げる工

作物 

第１種電柱 １本につき

１年 

430 

第２種電柱 670 

第３種電柱 900 

第１種電話柱 390 

第２種電話柱 620 

第３種電話柱 850 

その他の柱類 39 

共架電線その他上空に設け

る線類 

長さ１メー

トルにつき

１年 

４ 

地下に設ける電線その他の

線類 

２ 

路上に設ける変圧器 １個につき

１年 

380 

地下に設ける変圧器 占用面積１

平方メート

ルにつき１

230 
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年 

変圧塔その他これに類する

もの及び公衆電話所 

１個につき

１年 

940 

郵便差出箱及び信書便差

出箱 

390 

広告塔 表示面積１

平方メート

ルにつき１

年 

580 

その他のもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

940 

法第32条第

１項第２号

に掲げる物

件 

外径が0.07メートル未満の

もの 

長さ１メー

トルにつき

１年 

20 

外径が0.07メートル以上

0.1メートル未満のもの 

28 

外径が0.1メートル以上

0.15メートル未満のもの 

42 

外径が0.15メートル以上

0.2メートル未満のもの 

56 

外径が0.2メートル以上0.3

メートル未満のもの 

85 

外径が0.3メートル以上0.4

メートル未満のもの 

110 

年 

変圧塔その他これに類する

もの及び公衆電話所 

１個につき

１年 

780 

郵便差出箱及び信書便差

出箱 

330 

広告塔 表示面積１

平方メート

ルにつき１

年 

590 

その他のもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

780 

法第32条第

１項第２号

に掲げる物

件 

外径が0.07メートル未満の

もの 

長さ１メー

トルにつき

１年 

16 

外径が0.07メートル以上

0.1メートル未満のもの 

23 

外径が0.1メートル以上

0.15メートル未満のもの 

35 

外径が0.15メートル以上

0.2メートル未満のもの 

47 

外径が0.2メートル以上0.3

メートル未満のもの 

70 

外径が0.3メートル以上0.4

メートル未満のもの 

93 
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外径が0.4メートル以上0.7

メートル未満のもの 

200 

外径が0.7メートル以上１

メートル未満のもの 

280 

外径が１メートル以上のも

の 

560 

法第32条第

１項第３号

に掲げる施

設 

自動運行補

助施設 

法第

２条

第２

項第

５号

に規

定す

る自

動運

行装

置に

よる

検知

の対

象と

して

設置

する

導線

その

地下

に設

ける

もの 

長さ１メー

トルにつき

１年 

３ 

その

他の

もの 

９ 

外径が0.4メートル以上0.7

メートル未満のもの 

160 

外径が0.7メートル以上１

メートル未満のもの 

230 

外径が１メートル以上のも

の 

470 

法第32条第

１項第３号

に掲げる施

設 

自動運行補

助施設 

法第

２条

第２

項第

５号

に規

定す

る自

動運

行装

置に

よる

検知

の対

象と

して

設置

する

導線

その

地下

に設

ける

もの 

長さ１メー

トルにつき

１年 

２ 

その

他の

もの 

８ 
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他の

線類 

道路の構造

又は交通の

状況を表示

する標示柱

その他の柱

類 

１本につき

１年 

750 

その

他の

もの 

上空

に設

ける

もの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

470 

地下

に設

ける

もの 

280 

その他のもの 940 

法第32条第１項第４号に掲げる施設 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

940 

法第32条第

１項第５号

に掲げる施

設 

地下街及び

地下室 

階数が１の

もの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

時価に0.004

を乗じて得

た額 

階数が２の

もの 

時価に0.006

を乗じて得

他の

線類 

道路の構造

又は交通の

状況を表示

する標示柱

その他の柱

類 

１本につき

１年 

620 

その

他の

もの 

上空

に設

ける

もの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

390 

地下

に設

ける

もの 

230 

その他のもの 780 

法第32条第１項第４号に掲げる施設 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

780 

法第32条第

１項第５号

に掲げる施

設 

地下街及び

地下室 

階数が１の

もの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

時価に0.004

を乗じて得

た額 

階数が２の

もの 

時価に0.006

を乗じて得
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た額 

階数が３以

上のもの 

時価に0.008

を乗じて得

た額 

上空に設ける通路 290 

地下に設ける通路 180 

その他のもの 940 

法第32条第

１項第６号

に掲げる施

設 

祭礼、縁日その他の催しに

際し、一時的に設けるもの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

日 

６ 

その他のもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

月 

58 

道路法施行

令（昭和27

年政令第

479号。以下

「令」とい

う。）第７

条第１号に

掲げる物件 

看板（アー

チであるも

のを除く。） 

一時的に設

けるもの 

表示面積１

平方メート

ルにつき１

月 

58 

その他のも

の 

表示面積１

平方メート

ルにつき１

年 

580 

標識 １本につき

１年 

750 

た額 

階数が３以

上のもの 

時価に0.007

を乗じて得

た額 

上空に設ける通路 290 

地下に設ける通路 180 

その他のもの 780 

法第32条第

１項第６号

に掲げる施

設 

祭礼、縁日その他の催しに

際し、一時的に設けるもの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

日 

６ 

その他のもの 占用面積１

平方メート

ルにつき１

月 

59 

道路法施行

令（昭和27

年政令第

479号。以下

「令」とい

う。）第７

条第１号に

掲げる物件 

看板（アー

チであるも

のを除く。） 

一時的に設

けるもの 

表示面積１

平方メート

ルにつき１

月 

59 

その他のも

の 

表示面積１

平方メート

ルにつき１

年 

590 

標識 １本につき

１年 

620 
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旗ざお 祭礼、縁日

その他の催

しに際し、

一時的に設

けるもの 

１本につき

１日 

６ 

その他のも

の 

１本につき

１月 

58 

幕（令第７

条第４号に

掲げる工事

用施設であ

るものを除

く。） 

祭礼、縁日

その他の催

しに際し、

一時的に設

けるもの 

その面積１

平方メート

ルにつき１

日 

６ 

その他のも

の 

その面積１

平方メート

ルにつき１

月 

58 

アーチ 車道を横断

するもの 

１基につき

１月 

580 

その他のも

の 

290 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

940 

令第７条第３号に掲げる施設 占用面積１

平方メート

時価に0.034

を乗じて得

旗ざお 祭礼、縁日

その他の催

しに際し、

一時的に設

けるもの 

１本につき

１日 

６ 

その他のも

の 

１本につき

１月 

59 

幕（令第７

条第４号に

掲げる工事

用施設であ

るものを除

く。） 

祭礼、縁日

その他の催

しに際し、

一時的に設

けるもの 

その面積１

平方メート

ルにつき１

日 

６ 

その他のも

の 

その面積１

平方メート

ルにつき１

月 

59 

アーチ 車道を横断

するもの 

１基につき

１月 

590 

その他のも

の 

290 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

780 

令第７条第３号に掲げる施設 占用面積１

平方メート

時価に0.031

を乗じて得
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ルにつき１

年 

た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び

同条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

月 

58 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び

同条第７号に掲げる施設 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

月 

94 

令第７条第

８号に掲げ

る施設 

トンネルの上又は高架の道

路の路面下（当該路面下の

地下を除く。）に設けるも

の 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

時価に0.018

を乗じて得

た額 

上空に設けるもの 時価に0.018

を乗じて得

た額 

地下（トン

ネルの上の

地下を除

く。）に設

けるもの 

階数が１の

もの 

時価に0.004

を乗じて得

た額 

階数が２の

もの 

時価に0.006

を乗じて得

た額 

階数が３以

上のもの 

時価に0.008

を乗じて得

た額 

ルにつき１

年 

た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び

同条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

月 

59 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び

同条第７号に掲げる施設 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

月 

78 

令第７条第

８号に掲げ

る施設 

トンネルの上又は高架の道

路の路面下（当該路面下の

地下を除く。）に設けるも

の 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

時価に0.017

を乗じて得

た額 

上空に設けるもの 時価に0.017

を乗じて得

た額 

地下（トン

ネルの上の

地下を除

く。）に設

けるもの 

階数が１の

もの 

時価に0.004

を乗じて得

た額 

階数が２の

もの 

時価に0.006

を乗じて得

た額 

階数が３以

上のもの 

時価に0.007

を乗じて得

た額 
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その他のもの 時価に0.026

を乗じて得

た額 

令第７条第

９号に掲げ

る施設 

建築物 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

時価に0.024

を乗じて得

た額 

その他のもの 時価に0.017

を乗じて得

た額 

令第７条第

10号に掲げ

る施設及び

自動車駐車

場 

建築物 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

時価に0.024

を乗じて得

た額 

その他のもの 時価に0.017

を乗じて得

た額 

令第７条第

11号に掲げ

る応急仮設

建築物 

トンネルの上又は高架の道

路の路面下に設けるもの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

時価に0.024

を乗じて得

た額 

上空に設けるもの 時価に0.024

を乗じて得

た額 

その他のもの 時価に0.034

を乗じて得

た額 

令第７条第12号に掲げる器具 占用面積１

平方メート

時価に0.026

を乗じて得

その他のもの 時価に0.025

を乗じて得

た額 

令第７条第

９号に掲げ

る施設 

建築物 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

時価に0.022

を乗じて得

た額 

その他のもの 時価に0.015

を乗じて得

た額 

令第７条第

10号に掲げ

る施設及び

自動車駐車

場 

建築物 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

時価に0.022

を乗じて得

た額 

その他のもの 時価に0.015

を乗じて得

た額 

令第７条第

11号に掲げ

る応急仮設

建築物 

トンネルの上又は高架の道

路の路面下に設けるもの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

時価に0.022

を乗じて得

た額 

上空に設けるもの 時価に0.022

を乗じて得

た額 

その他のもの 時価に0.031

を乗じて得

た額 

令第７条第12号に掲げる器具 占用面積１

平方メート

時価に0.025

を乗じて得
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ルにつき１

年 

た額 

令第７条第

13号に掲げ

る施設 

トンネルの上又は高速自動

車国道若しくは自動車専用

道路（高架のものに限る。）

の路面下に設けるもの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

時価に0.024

を乗じて得

た額 

上空に設けるもの 時価に0.024

を乗じて得

た額 

その他のもの 時価に0.034

を乗じて得

た額 

令第７条第14号及び第15号に掲げる施設 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

時価に0.034

を乗じて得

た額 

備考 

１～８ （略） 
 

ルにつき１

年 

た額 

令第７条第

13号に掲げ

る施設 

トンネルの上又は高速自動

車国道若しくは自動車専用

道路（高架のものに限る。）

の路面下に設けるもの 

占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

時価に0.022

を乗じて得

た額 

上空に設けるもの 時価に0.022

を乗じて得

た額 

その他のもの 時価に0.031

を乗じて得

た額 

令第７条第14号に掲げる施設 占用面積１

平方メート

ルにつき１

年 

時価に0.031

を乗じて得

た額 

備考 

１～８ （略） 
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附則第３項関係（登米市行政財産使用料条例の一部改正） 

改 正 案 現   行 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

（土地及び建物以外の行政財産の使用料） （土地及び建物以外の行政財産の使用料） 

第４条 土地及び建物以外の行政財産の使用料は、登米市道路占用料等

条例（平成17年登米市条例第198号）の規定に準じて算定した額とす

る。 

第４条 土地及び建物以外の行政財産の使用料は、登米市道路占用料条

例  （平成17年登米市条例第198号）の規定に準じて算定した額とす

る。 

第５条～第８条 （略） 第５条～第８条 （略） 
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附則第４項関係（登米市公共物管理条例の一部改正） 

改 正 案 現   行 

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略） 

（使用料） （使用料） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 使用料の額は、登米市道路占用料等条例（平成17年登米市条例第19

8号。以下「道路占用料条例」という。）に定める額とし、同条例の

別表に定めのない占用物件の使用料の額は、使用する土地の面積に当

該土地の１平方メートル当たりの価格を乗じて得た額の４パーセント

の額（その額が100円に満たない場合にあっては、100円）とする。 

２ 使用料の額は、登米市道路占用料条例  （平成17年登米市条例第19

8号。以下「道路占用料条例」という。）に定める額とし、同条例の

別表に定めのない占用物件の使用料の額は、使用する土地の面積に当

該土地の１平方メートル当たりの価格を乗じて得た額の４パーセント

の額（その額が100円に満たない場合にあっては、100円）とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

第６条～第16条 （略） 第６条～第16条 （略） 
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附則第５項関係（登米市都市公園条例の一部改正） 

改 正 案 現   行 

第１条～第32条 （略） 第１条～第32条 （略） 

別表第１ （略） 別表第１ （略） 

別表第２（第10条関係） 別表第２（第10条関係） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 公園を占用する場合の使用料 (2) 公園を占用する場合の使用料 

区分 使用料 

登米市道路占用料等条例（平成1

7年登米市条例第198号）別表（以

下「別表」という。）に定める

占用物件 

別表に定める額 

別表に定めのない占用物件 市長が別に定める額 
 

区分 使用料 

登米市道路占用料条例  （平成1

7年登米市条例第198号）別表（以

下「別表」という。）に定める

占用物件 

別表に定める額 

別表に定めのない占用物件 市長が別に定める額 
 

(3) （略） (3) （略） 

別表第３ （略） 別表第３ （略） 
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附則第６項関係（登米市下水道条例の一部改正） 

改 正 案 現   行 

第１条～第27条 （略） 第１条～第27条 （略） 

（占用） （占用） 

第28条 （略） 第28条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の占用料の額及び徴収については、登米市道路占用料等条例（平

成17年登米市条例第198号）の例による。 

３ 前項の占用料の額及び徴収については、登米市道路占用料条例  （平

成17年登米市条例第198号）の例による。 

第29条～第34条 （略） 第29条～第34条 （略） 
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附則第７項関係（登米市農業集落排水事業条例の一部改正） 

改 正 案 現   行 

第１条～第22条 （略） 第１条～第22条 （略） 

（占用の許可） （占用の許可） 

第23条 （略） 第23条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 占用料の額及び徴収方法は、登米市道路占用料等条例（平成17年登

米市条例第198号）の例による。 

３ 占用料の額及び徴収方法は、登米市道路占用料条例  （平成17年登

米市条例第198号）の例による。 

４ （略） ４ （略） 

第24条～第30条 （略） 第24条～第30条 （略） 
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議案第62号関係 

登米市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 新旧対照表 

改 正 案 現   行 

第１条～第７条 （略） 

別表第１ （略） 

別表第２（第２条関係） 

第１条～第７条 （略） 

別表第１ （略） 

別表第２（第２条関係） 

(1) 公共下水道事業 (1) 公共下水道事業 

区分 処理区名 計画区域面積 

（ヘクタール） 

計画人口

（人） 

計画１日最

大汚水量

（立方メー

トル） 

公共下水

道 

迫処理区 995.4 19,100 8,641 

特定環境

保全公共

下水道 

迫処理区 278.3 4,740 2,419 

米谷・錦織

処理区 

89.8 1,420 550 

豊里処理区 326.7 4,570 2,241 

迫川処理区 140.0 1,570 526 

津山処理区 96.0 1,550 770 
 

区分 処理区名 計画区域面積 

（ヘクタール） 

計画人口

（人） 

計画１日最

大汚水量

（立方メー

トル） 

公共下水

道 

迫処理区 893.0 16,069 7,189 

特定環境

保全公共

下水道 

迫処理区 284.5 5,197 2,783 

米谷・錦織

処理区 

89.8 2,130 726 

豊里処理区 293.0 4,130 1,760 

迫川処理区 139.4 1,656 571 

津山処理区 96.0 2,200 1,052 
 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

 

 



 


